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納

税

ご
理
解
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

町
税
な
ど
の
徴
収
強
化
を
進
め
ま
す

町
で
は
、
町
税
の
納
期
限
が
過
ぎ

て
も
未
納
の
人
に
は
督
促
状
や
催
告

書
を
送
り
、
納
税
を
お
願
い
し
て
い

ま
す
が
、
ま
だ
納
め
て
い
な
い
人
を

対
象
に
11
月
・
12
月
の
２
ヵ
月
間
、

役
場
管
理
職
と
担
当
職
員
に
よ
る
町

税
特
別
滞
納
整
理
班
を
編
成
し
、
町

税
の
滞
納
整
理
と
徴
収
を
実
施
し
て

い
ま
す
。

町
税
を
納
期
限
が
過
ぎ
て
も
、
督

促
状
や
催
告
書
を
そ
の
ま
ま
放
置
し

ま
す
と
延
滞
金
な
ど
が
発
生
し
ま
す

の
で
、納
期
限
内
の
納
付
に
つ
い
て
、

皆
さ
ま
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

災
害
や
盗
難
、
本
人
や
家
族
の
病

気
、
事
業
の
廃
止
や
休
止
な
ど
の
事

情
に
よ
り
町
税
の
納
付
が
困
難
な
人

は
、
役
場
財
務
課
税
務
室
へ
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

納
税
は
自
主
納
付
が
原
則
で
す
の

で
、
納
付
書
の
裏
面
に
記
載
し
て
あ

り
ま
す
金
融
機
関
な
ど
で
納
め
て
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
し
の
の
め
信
用
金

庫
総
社
吉
岡
支
店
（
フ
ォ
リ
オ
吉
岡

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
内
）
で
平

日
お
よ
び
土
・
日
曜
日
、
祝
日
も
午

後
５
時
ま
で
納
税
で
き
ま
す
の
で
、

送
付
し
て
あ
る
納
入
通
知
書
を
持
参

し
て
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

な
お
、
徴
収
強
化
策
と
し
て
、
訪

問
徴
収
や
文
書
催
告
な
ど
を
行
っ
て

も
、
納
税
に
誠
意
が
見
ら
れ
な
い
滞

納
者
の
人
に
は
次
の
よ
う
な
処
置
で

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

①
預
貯
金
・
不
動
産
・
売
掛
金
な
ど

の
差
し
押
さ
え
の
執
行

滞
納
者
の
皆
さ
ま
に
は
、
納
税
の

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

・
納
税
は
便
利
で
確
実
な
口
座
振
替

を
ご
利
用
く
だ
さ
い

・
税
金
な
ど
の
現
金
納
付
や
口
座
振

替
の
出
来
る
金
融
機
関
は
、
次
の
と

お
り
で
す

群
馬
銀
行
本
支
店
・
北
群
渋
川
農
業

協
同
組
合
本
支
所
・
か
み
つ
け
信
用

組
合
本
支
店
・
北
群
馬
信
用
金
庫
本

支
店
・
東
和
銀
行
本
支
店
・
利
根
郡

信
用
金
庫
本
支
店
・
し
の
の
め
信
用

金
庫
本
支
店
・
中
央
労
働
金
庫
本
支

店※
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
は
口
座
振
替
の
み

利
用
で
き
ま
す
。

▼
問
合
せ
先

役
場
財
務
課
税
務
室

牲
54
・
３
１
１
１
（
内
線
１
３
５
）

＊
平
成
21
年
に
つ
い
て
は
10
月
末
現

在②
公
売
の
実
施
（
差
し
押
さ
え
財
産

を
公
売
し
、
そ
の
代
金
を
町
税
の
未

納
分
に
充
て
る
。）
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申

請

１
月
４
日
〜
18
日

在
宅
ね
た
き
り
老
人
等
介
護
慰
労
金
申
請
受
付

町
で
は
、
身
体
上
ま
た
は
精
神
上

の
障
害
の
た
め
、
日
常
生
活
に
著
し

く
支
障
の
あ
る
在
宅
の
老
人
等
を
介

護
す
る
人
に
、
介
護
慰
労
金
を
申
請

に
よ
り
支
給
し
て
い
ま
す
。

▼
支
給
対
象
者
の
要
件

毎
年
１
月

１
日
を
基
準
日
と
し
て
、
①
〜
④
の

要
件
を
す
べ
て
満
た
し
て
い
る
在
宅

ね
た
き
り
老
人
等
を
居
宅
に
お
い

て
、
１
年
以
上
継
続
し
て
介
護
し
て

い
る
人
に
慰
労
金
を
支
給
し
ま
す
。

た
だ
し
、
介
護
し
て
い
る
人
が
２
人

以
上
い
る
場
合
は
主
と
し
て
介
護
し

た
人
が
対
象
で
す
。

①
基
準
日
現
在
に
お
い
て
町
内
に
１

年
以
上
住
所
を
有
し
、
満
65
歳
以
上

で
あ
る
こ
と

②
介
護
度
１
〜
５
の
認
定
を
受
け
て

い
る
人
、
ま
た
は
在
宅
ね
た
き
り
の
人

③
施
設
入
所
者
で
な
い
こ
と
（
特
別

養
護
老
人
ホ
ー
ム
・
介
護
老
人
保
健

施
設
・
介
護
療
養
型
医
療
施
設
・
ケ

ア
ハ
ウ
ス
・
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
・
有

料
老
人
ホ
ー
ム
を
含
む
）

④
短
期
入
所
の
利
用
や
入
院
な
ど
の

場
合
は
、
在
宅
生
活
を
離
れ
た
期
間

が
１
０
０
日
を
超
え
な
い
こ
と

▼
支
給
申
請
期
間

平
成
22
年
１
月

４
日(

月)

〜
18
日(

月)

午
前
８
時
30

分
〜
午
後
５
時
15
分
※
土
・
日
曜

日
、
祝
日
を
除
く

（
申
請
用
紙
は
役
場
健
康
福
祉
課
福

祉
室
に
用
意
し
て
あ
り
ま
す
）

▼
支
給
決
定

町
で
定
め
た
基
準
に

よ
り
調
査
し
、
後
日
通
知
し
ま
す
。

▼
提
出
・
問
合
せ
先

役
場
健
康
福

祉
課
福
祉
室
牲
54
・
３
１
１
１
（
内

線
１
５
１
）

駒
寄
Ｐ
Ａ
ス
マ
ー
ト
イ
ン
タ
ー
チ

ェ
ン
ジ
周
辺
地
区
の
整
備
と
し
て
、

平
成
17
年
度
か
ら
「
ま
ち
づ
く
り
交

付
金
事
業
」
を
開
始
し
ま
し
た
。
平

成
21
年
度
が
事
業
の
終
了
年
度
と
な

り
、
事
業
達
成
状
況
お
よ
び
効
果
の

評
価
を
行
い
ま
し
た
。
こ
の
事
業
評

価
に
つ
い
て
、
町
民
の
皆
さ
ま
か
ら

ご
意
見
を
承
り
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。
評
価
の
原
案
を
次
に
よ
り
公
表

し
ま
す
の
で
、
ご
意
見
を
お
寄
せ
く

だ
さ
い
。

役
場
へ
来
庁
で
き
な
い
場
合
は
、

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
公
表
し
て
い

ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
期
間

12
月
１
日
（
火
）
〜
14
日

（
月
）
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

15
分
※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

▼
場
所

役
場
総
務
政
策
課
政
策
室

▼
問
合
せ
先

役
場
総
務
政
策
課
政

策
室
牲
54
・
３
１
１
１
（
内
線
１
２

６
）

町
で
は
、
住
宅
建
設
資
金
な
ど
の

融
資
を
受
け
て
平
成
21
年
中
に
町
内

に
自
己
用
の
専
用
住
宅
を
新
築
ま
た

は
購
入
し
た
給
与
所
得
者
（
サ
ラ
リ

ー
マ
ン
）
を
対
象
に
利
子
補
給
を
行

い
ま
す
。

対
象
金
額
は
融
資
額
の
３
０
０
万

円
ま
で
と
し
、
１.

５
％
ま
で
の
利

子
補
給
額
を
限
度
に
３
年
間
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、
申
請
は

住

宅

１
月
29
日
ま
で
に
手
続
き
を

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
住
宅
資
金
利
子
補
給

公

表

ま
ち
づ
く
り
交
付
金

事
後
評
価
公
表

初
年
度
１
回
の
み
で
す
。

▼
申
請
方
法

申
請
書
に
次
の
書
類

を
添
え
て
役
場
産
業
建
設
課
産
業
振

興
室
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

【
添
付
書
類
】
①
住
宅
新
築
調
書
②

建
物
平
面
図
③
請
負
契
約
書
の
写
し

④
建
築
主
事
の
確
認
通
知
書
の
写
し

⑤
平
成
21
年
分
源
泉
徴
収
票
⑥
住
民

票
抄
本
（
申
請
時
、
町
外
に
住
所
を

有
し
て
い
る
人
）
⑦
融
資
機
関
（
銀

行
な
ど
）
の
住
宅
建
設
資
金
の
融
資

で
あ
る
旨
の
証
明
書

※
申
請
書
お
よ
び
添
付
書
類
①
と
⑦

の
用
紙
は
役
場
産
業
建
設
課
産
業
振

興
室
に
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。

▼
受
付
期
間

平
成
22
年
１
月
５
日

（
火
）
〜
29
日
（
金
）
午
前
８
時
30

分
〜
午
後
５
時
15
分
※
土
・
日
曜

日
、
祝
日
を
除
く

※
期
間
以
外
の
受
付
は
で
き
ま
せ
ん

の
で
、
忘
れ
ず
に
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

▼
問
合
せ
先

役
場
産
業
建
設
課
産

業
振
興
室
牲
54
・
３
１
１
１
（
内
線

１
６
８
）


